
第 1回がん検診 50%推 進本部会議 議事次第

日時 :平成 21年 7月 9日 (木 )

14:20～ 14:50
場所 :省 議 室 (9F日 比 谷 側 )

1 開会

2 大臣 (がん検診 50%推 進本部長)挨拶

3 がん検診受診率 50%達 成に向けた「キャッチフレーズ」、「イメージ

キャラクター」、「ロゴマーク」の発表

4 がん検診の現状について

5 組織体制及び集中キャンペーンについて

6 各局における取組について

7 がんに関する普及啓発懇談会のキャッチフレーズ、イメニジキャラク

ター、ロゴマークの選定結果の報告

8 その他

O 資料

【資料 1】 がん検診受診率 (国民生活基礎調査による)

【資料2】 がん対策推進基本計画に基づく厚生労働省の主な取組

(がんの早期発見部分抜粋)

【資料3】 がん検診50%推進本部設置規程等

【資料4】 がん検診受診率向上にかかる組織体制 (案 )

【資料5】 がん検診受診率50%達成に向けた集中キャンペーン (案 )

【資料6】 がん検診に関連する平成21年度補正後予算額について

【資料7】 特定健診とがん検診等の共同実施の現状と今後の課題

【資料8】 がんに関する普及啓発懇談会の選定結果報告



がん検診50%推進本部 名簿

平成 21年 7月 9日

舛添 要一   厚生労働大臣

渡辺 孝男   厚生労働副大臣

金子善次郎   厚生労働大臣政務官

外口  崇   医政局長

上田 博三  .健康局長

金子 順一   労働基準局長

北村  彰   雇用均等・児童家庭局長

水田 邦雄   保険局長
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日時 :平成21年 7月 9日 (木 )
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場所 :省議室 (9F日 比谷側 )
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都道府県別がん検診受診率 (平成 19年国民生活基礎調査による)

※ 胃がん、肺がん、乳がん、大腸がんは40歳以上、子宮がんは20歳以上を対象。
健診等 (健康診断、健康診査及び人間 ドック)の中で受診 したものも含む。
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03岩 手 県
04宮 城 県
05秋 田 県
06山 形 県
07福 島 県
08茨 城 県
09栃 木 県
10群 馬 県
11埼 玉 県
12千 葉 県
13東 京 都
14神奈川県
15新 潟 県
16富 山 県
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46鹿児島県
47 ,中 縄 県
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がん検診の受診率向上への取り組み

‥
ω
ｌ

個別目標

・がんの受診率につ

いて、効果的0効率的

な受診間隔や重点的

に受診勧奨すべき対

象者を考慮しつつ、5

年以内に、50%以上

とすること

・すべての市町村に

おいて、精度管理ヨ事

業評価が実施される

とともに、科学的根拠

に基づくがん検診が

実施されること

平成19年度  平成20年度 平成21年度  平成22年度 平成23年度

□□
精度管理・事業評価を実施

今後の我が国

におけるがん

検診事業評価

の在り方を検

がん予防重点健

康教育及びがん

検診実施のため

の指針等を策定

がん検診受診率50%に向けた

取組の検討

国口自治体・企業・

検診機関、患者団

体等が一体となつ

たがん検診受診率

向上に向けた広報

を全国的展開

がんに関する普

及啓発懇談会

の設置



資料 3
がん検診 50%推 進本部設置規程

(設置 )

第 1条 がん検診の受診率向上については、がん検診が市区町村のほか、職域、保険

者、妊婦健診などにおいて実施 されていることなどにかんがみ、部局横断的な連携

が求められることから、がん検診の受診率向上を総合的に推進するため、厚生労働

省に、がん検診 50%推進本部 (以下 「本部」とい う。)を設置する。

(組織 )

第 2条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもつて構成する。

2 本部長は、厚生労働大臣をもつて充てる。

3 本部長代理は、厚生労働副大臣の うち本部長の指名する者及び厚生労働大臣政務

官の うち本部長の指名する者をもって充てる。

4 副本部長は、健康局長をもつて充てる。

5 本部員は、別紙 1の職にある者をもつて充てる。ただし、本部長が必要 と認める

ときは、本部員を追力日することができる。

6 本部長は、必要に応 じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。

(事務局)

第 3条 本部に事務局を置く。

2 事務局に(事務局長及び副事務局長を置 く。

3 事務局長は、大臣官房審議官 (がん対策担当)を もつて充てる。

4 副事務局長は、健康局総務課がん対策推進室長をもって充てる。

5 事務局の庶務は、健康局総務課がん対策推進室において処理する。

(補貝J)

第 4条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し、必要な事項は、本部長が

別に定める。

附 貝J

この規程は、平成 21年 7月 9日 から施行する。
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別紙 1

医政局長

労働基準局長

雇用均等・児童家庭局長

保険局長
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本部長
(厚生労働大臣 )

本部長代理

〔暴覇鷲暴肇蒼テ9暑ち〕
本部長代理

[詳昴鷲犠電事菅暑のうち〕

副本部長

(健康局長)

・医政局長

・労働基準局長

口雇用均等・児童家庭局長

晏保険局長

がん検診50%推進本部

○事務局長

○副事務局長

大臣官房審議官 (がん対策担当 )

健康局総務課がん対策推進室長

○事務局の庶務  健康局総務課がん対策推進室
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がん検診受診率向上にかかる組織体制 (案 )

―
可
‥

○組 織

本 部 長
本部長代理

厚生労働大臣

厚生労働副大臣

厚生労働大臣政務官
健康局長

医政局長

事 務 局 長
副事務局長

事 務 局

労働基準局長
雇用均等 口児童家庭局長

保険局長
大臣官房審議官 (がん対策担当)

健康局総務課がん対策推進室長

健康局総務課がん対策推進室
○役 割

由がん検診受診率向上に係る施策の全体進行管理
及び全体調整等

口集中キャンペーン及び記念大会の実施

が
ん
に
関
す
る
普
及
啓
発
懇
談
会

国立がんセンターがん対策情報センター

〇役割 :

日かかりつけ医を通じたがん検診の受診勧奨の方策について検討
自地方公共団体に対する精度管理の支援

(財 )日 本対がん協会 (ピンクリボン等)

O役割 :がん (検診)に関する正しい知識の普及口相談の実施

がん診療連携拠点病院 (平成21年4月 現在 :375病院 )

O役割 :

・相談支援センター等を活用した受診勧奨
・2次医療圏内の普及啓発事業の展開

地方公共団体

○組織 :事務局の設置
(既存の都道府県がん対策推進協議会などを活用
も可)

○役割 :地域の特性に応じた女性特有のがんをはじ
めとするがん検診の受診促進事業を展開、
検診窓回の設置、公開及び精度の高いがん
検診の実施

外部委託

連携 "支援

がん検診受診促進企業連携推進本部

○設置場所 :株式会社電通
○組織 :一般企業からがん検診受診

促進事業に協力をしてもらう
企業を選定し、その企業に
応じた事業への協力方法を
提案し、サポート会員として

参加

○役割 :サポート会員企業が企業特
性に応じた独自の受診勧奨
事業及び自社における受診

率向上策を展開
(地方公共団体との連携 )

アドハ
゛
イサ

・
リーホ

・―ド

○組織:外部有識者

○役割 :波及効果の多い

企業の選定方法、

企業の特性に応

じた協力方法の

提案等に対する

助言



患 者 団 体

・集中キャンペーン期間による各種イベン

トヘの協力

・患者団体による受診勧奨事業の実施

(社 )日本医師会

・かかりつけ医からの受診勧奨への

協力

(財 )日 本対がん協会

・イ

"―
ネット、イベント(リレーフ■ライ⊃等に

よる啓発活動、相談支援

特定非営利法人・任意団体

・新聞広告、インタ■ ット、イベント等に

よる啓発活動等

・受診勧奨の優良企葉及び優良団体等、ロゴ。キャッチフレーズ等、小中学生を

対象としたポスター等の表彰

・がんに関する普及懇談会による公開シンポジウムの開催

・政府広報に馬 普及啓発

・関係団体と協力した全国キャラバン・リレーフォ→ イフの実施

国立がんセンターがん対策情報センター

・がんに関する知識をインターネット等により情報発信

・がんに関するパンフレットの作成・配布等

・サポート企業への集中キャンペーン
に合わせた受診勧奨事業の依頼

・企業連携による受診勧奨事葉を
WEBサイトで公開

がん検診サポート企業

・企業独自のがん検診受診率向上に

係る広報活動

・県内の普及広報バンフレットの作成

・共通のロゴ。キャッチフレーズ等による地域の特性に応じた普及啓発事業の実施

・巡回検診車を活用した事業及び患者団体と連携した受診勧奨事業の実施

・住民に接する機会を持つ企業等や特定健康診査との連携、多くの人が集まる

地域・場所・施設での受診勧奨事業の実施             等

ｌ
∞
ｌ

・相談支援センター及び外来窓口での

受診勧奨事業の実施

・各種イベントヘの医師、コメディカル

スタッフの派遣

・共通のロゴ・キヤ
"フ

レニズ等による地域の特性に応じた普及啓発事業の実施

・無料クーボン券及び検診手帳の配布 (女性特有のがん対策)

・住民に接する機会を持つ企業等や特定健康診査との連携、多くの人が集まる

地域・場所・施設での受診勧奨事業の実施             等

圃
目
Ш



資料 6

がん検診に関連する平成 21年度補正後予算額について
平成20年度 平成21年度

18.3億 円 → 249.1億 円

(平成20年度限りの予算4.4億円)

女性特有のがん検診推進事業費
平成21年度

1 21年度補正予算                約 2■ 6億円
2事 業

子宮頸がんについては20歳、25歳、30歳、35歳及び40歳、乳がんについて
は、40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳の女性に対して、検診の無料クーポン

券を配布するとともに、検診手帳を交付する。
3 補助先 市区町村

女性の健康支援対策事業委託費

1 21年度予算
21年度補正予算

2事 業
女性特有の子宮がんや骨粗しょう症等の疾患の予防に資する事業を都道府県

等に委託し、効果的な事業展開手法について検証を進めつつ、女性の健康づ

くり対策を推進する。
3 委託先 都道府県、保健所 を設置する市、特別区

平成21年度

約 3.5億 円

約 8億円

がん検診受診促進企業連携委託事業

1 21年度予算
2事 業

平成21年度
約 2.8億 円

企業と都道府県等が連携して実施するがん検診受診率の向上に資する事業に
ついて都道府県等に委託し、効果的手法等について検証を行い、がんの早期発
見の推進を図る。

委託先 都道府県、政令指定都市等
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がん検診受診率向上企業連携推進事業
平成21年度

1 21年度予算                   約 0.9億 円
2事 業

企業におけるがん検診の受診率の向上を誘発するため、より効果的に働きか

ける方法などを企画立案する実施本部を設置し、企業に対して当該事業への参
画を促すとともに、その事業評価や優良企業の活動状況の公開等を行う

`3 実施主体 国 (国立がんセンタT)

がん検診受診向上指導事業
平成21年度

1 21年度予算                   約 1.1億 円
2事 業

かかりつけ医の勧めによってがん検診を受診したという傾向があり、受診促
進効果が大きいことから、効果的な受診勧奨を行うための技術指導を行う。

3 実施主体 国 (国立がんセンター )

デジタル機能搭載レントゲン検診車の整備補助
平成21年度

1 21年度予算                  約 3.1億 円
2事 業

職業性疾病の早期発見対策を一層推進するため、健康診断を巡回方式で実施
させるなどにより利便性を向上させ、受診率を高める。

3 補助先 中央労働災害防止協会
4 補助率  1/2

マンモグラフイ検診従事者研修事業
平成20年度    平成21年度

1 21年度予算         約 1.6億 円 → 約 1.6億 円
2 事 業

マンモグラフィによる乳がん検診に従事する読影医師及び撮影技師に対し十
分な知識日経験を修得させる上級研修を実施

3 補助先 都道府県、公益法人、NPO法 人
4 補助率 都道府県等 :1/2
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マンモグラフイ検診精度向上事業

平成20年度     平成21年度
1 21年度予算         約 3.5億 円 → 約 3.5億 円
2事 業

マンモグラフイによる乳がん検診の診断支援のため、デジタル式マンモグラ
フィを導入している検診機関等がコンピュータ診断支援システム (CAD)を
購入する費用の一部を補助

3 補助先 都道府県、市区町村、厚生労働大臣が適当と認める者
4 補助率 都道府県、市区町村、〔厚生労働大臣が適当と認める者 :1/2

乳がん用マンモコイル緊急整備事業

平成20年度     平成21年度
1 21年度予算          約 8.7億 円 → 約 8.7億 円
2事 業

検診後の精密検査における診断精度の向上を図るため、がん診療連携拠点病

院等がマンモコイルを購入する費用の一部を補助
3 補助先 がん診療連携拠点病院等
4 補助率 1/2               ′

※ このほか、都道府県がん対策重点推進事業 (平成21年度予算 約6.9億円 :緩和ケア

研修部分を除く)においても、がん検診に関連する事業の補助が可能となつている。

(参考)

市区町村がん検診に係る費用については、交付税により別途措置。

平成20年度 平成21年度

約 640億円 → 約 1, 298億円
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特定健診とがん検診等との共同実施の現状と今後の課題

●

共同実施の現状

特定健康診査及び特定保健指導の実施体制に関する調査
調査対象 :市町村国保 調査時期 :平成20年 12月

共同実施における今後の課題

市町村 の共同実施体制の詳細な把握
実施体制に関する調査結果によると、全体の4分の3の市町村で共同 (同 時)実施が行われているが、この中には、
・同日、同会場での実施はないが、案内や受診券の発送を一緒に行っている
。がん検診のうち、ある1種類のがん検診のみ、同時実施をしている
。一部の実施機関でのみ、同時実施をしている
等の取組が含まれており、どのように共同 (同 時)実施を行っているかの詳細な実態把握を、健康局との連携のもとに
行う必要がある。

被用者保 険の被扶春者等への対応

特定健診における被用者保険の被扶養者の実施体制については、市町村国保加入者と同じ実施機関 (会場)で受診が可
能になる契約の仕組み (集合契約)を設けている。特に、自らがん健診を実施していない保険者においては、集合契約
の仕組みを利用して、市町村の同時実施をしている実施機関 (会場)で受診していただくことで、市町村のがん検診の
受診率向上にもつながるのではないかと考えられる。

‥
“
Ｎ
ｌ

●

●

がん検診と

共同実施

結核健診と

共同実施

生活機能評価と

共同実施

その他の健診と

共同実施

平成20年度 74.8% 51.8% 85。 1% 43.7%

平成21年度 75。 6% 52.3% 82.0% 43.8%



資料 8

がん に関す る普及啓発懇談会のキ ャ ッチフ レーズ、

イ メー ジキ ャラクター 、 ロゴマー クの選定結果

(報告 )

【選考結果】

成 21年 3月 17日

第 3回 がんに関する

た」受診勧奨事業に係

一クの募集開始につい

普及啓発懇談会で「がん検診受診率 50%達 成に向け

るキャッチフレーズ、イメージキャラクター、ロゴマ

て報告

成 21年 4月 1日 ～ 5月 1日

「がん検診 受診率 50%達 成 に向けた」 受診勧奨事 業に係 るキ ャ ッチフ

レーズ 、イメー ジキ ャラクター 、 ロゴマー クを国民に募集

○応募件 数
ロキ ャ ッチ フ レー ズ    613作 品
ロイメー ジキ ャラクター    65作 品
口ロゴマー ク       119作 品

※ 応 募作 品が 多数寄せ られたため、「がんに関する普及啓発 懇談 会」構

成 委 員により、応募作品の 中から各 委 員上位 3作 品を一次選 考 として実

施

(一 次選考 )

・キ ャ ッチ フ レーズ      26作 品

ロイ メー ジキ ャラクター    14作 品
口ロゴマー ク        13作 品

成 21年 5月 22日

第 4回 が んに関す る普及啓発 懇談会において、一次選考 され た 「キ ャッチ

フレーズ」 、「ィ メー ジキャラクター」、「 ロゴマー ク」の中か ら、各委員

が採点を行 い合計 点数が高い上位 5作 品 を選 定

※ 事務局において、各部門上位5作 品について、類似する商標作品がな

いか確認
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がん検診受診率50%達成に向けたキャッチフレーズ

(選考結果)

キャッチフレーズ

第1位 がん検診 愛する家族への 贈りもの

第2位 がんは見つけて治すもの

第3位 パパもママも 受けて安心 がん検診

第4位 あなたの健康 あなたが守る がん検診

第5位 自覚ない がんの芽生えを 見つける検診

-14-



イメー ジキャラクター  第 1位

ガン検診受診率50%に向けたキャラクター

1    
「

~     
②

【制作主旨】
「上杉謙信」を基調とした、明るくt可愛いがん検診のキャラクターです。
手には見つけた「雁」を持ち、50%の受診率を目指して、日夜奮闘する
正義と健康の武将です。
シンプルで、親しみやすく、多くの人に長く愛されるデザインです。
また、縮小、単色、モノクロにも耐えられ、多用途な使い方が出来ます8

ガ
ニ
犠
診
ヘ

出
陣
じ
ゃ
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イ メー ジキ ャラク ター  第 2位

検 診

(制作意図)

陽資″影受診率50%達成に向1カ司イメージキャラクターということで、誰からも

親しみを持つて頂けるようなシンプルで分かりやすいキャラクターにしよう

と第一に考えました。

一目で「biん検診受診率50%達成に向けた」イメージキャラクターと分かって

いただけるように健康を願う心・安心・優しさ=「八― 卜」をモチーフにした

7EXなキャラクターです。がん検診受診率50%達成に向け、国民のみなさまに

がん検診受診をアピールしている姿をキャラクターに表現しました。縮小。単色
にも耐えられ多用途な使い方が出来ます。シンプルで長く愛されるデザインと

なつています。
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下記をイメージキャラクターとして応募しま視

、1′

けんじんくん

● 正義の味方「けんじんく川 。

その、小さな癌も見逃さない視カバッチリの日で受診率50%を目指九

● サブキャラ「がんたろう」「がんじろう」を退治すべく日夜活動中。

制作者 :

連絡先 :

イメニジキャラクター 第 3位

がん検診受診率50%達成に向けたキャッチフレーズ、イメージキャラクター及びロゴマークの募集
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イ メー ジキ ャラクター 第 4位

ガン検診受診率50%に向けたキャラクタニ

ガ
ゝ
榛
診
ヘ

行
２
う
１

【制作主旨】
命を大切にする輪を持つた、明るく、可愛いがん検診キャラクターです。
50%の受診率を目指して、真っ赤に燃える情熱で頑張つています。
シンプルで、親しみやすく、多くの人に長く愛されるデザインです。
また、縮小、単色、モノクロにも耐えられ、多用途な使い方が出来ます。

④
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ヒ メージキヤラクター 第5位
|

ガン検診受診率50%に向けたキャラクター

夏称案 :がh謙館

【制作主旨】
「雁」と「上杉謙信」の、明るく、元気ながん検診のキャラクターです。
50%の受診率を目指して、日夜奮闘する正義の武将です。
シンプルでt親しみやすく、多くの人に長く愛されるデザインです。
また、縮小、単色、自黒にも耐えられ、多用途な使い方が出来ます。

①

ガ
ン
榛
診
ヘ

出
陣
じ
ゃ
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LM 2 下記を回ゴマークとして応募しま丸

診
%超

●

●

がんを発見している様子をキャラクター化。

発見しようとしているのは検査スタッフでもあり「あなた」自身でもあり、

あなたを想う家族のまなざしでもあるのでま という意味を込めている。

制作者 :

連絡先 :

ロゴマーク 第 1位

がん検診受診率50%達成に向けたキャッチフレーズ、イメージキャラクター及びロゴマークの募集
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ロゴマーク 第 2位

r

鶴

制作意図………

「がん検診受診率50%達成に向けた」のロゴマー

クで、がん受診を八一卜でイメージして、男女が

「がん受診を受ける」姿を描いています。

がん検診については早期発見が第一だと……

がん検診率の向上に向け多くの人々にやさしく

アピールするロゴマークです。
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ロゴマTク  第 3位

がん検診受診率50%達成
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ロゴマー ク 第 4位

<がん検診 (3)ロゴマーク>

<作品の趣旨>

がん検診により早期発見 。早期治療で安心・健康・笑顔を保持する姿を

親しみやすく表現しました。また、ロゴマークは「がん」の文字でがん検

診を行う医療機関を表わしています。

住  所

ふりがな 年  齢

氏  名

電話番号

-23-



ロゴマー ク 第 5位

がん検診受診促進集中キャンペーン/ロ ゴマーク案

制作意図

カラダのがん細胞をグルッと調べて上昇する矢印はがん検診の頭文字
″
G″ になつています。

上昇する矢印は、がん検診を受けたことによる安心感や希望の上昇、早期発見による治癒率の

アップを表現しています。

氏  名 年  齢 職  業

住  所

電話番号
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がんに関する普及啓発懇談会開催要綱

1 趣旨

平成 19年 6月 に閣議決定がん対策推進基本計画において、「がん患者を含め

た国民の視点に立ったがん対策の実施」が基本方針の一つとして掲げられてい

るため、今後のがん対策を進めるにあたつて、がん及びがん医療に関する正 し

い理解の促進を図ることは、各施策に共通する重要かつ必要不可欠な視点であ

る。

さらに、厚生労働大臣を本部長 とするがん対策推進本部において 「今後の厚

生労働省のがん対策の取 り組み」が示 された。 この取 り組みの一つ として、が

ん検診受診率 50%に 向けた施策を平成 21年度から本格的に展開し、がんの

早期発見を一層推進するためには、がんの病態、治療法に対する正 しい理解の

普及・啓発などが重要であるが、現在のがん検診受診率が低いことが示 してい

るように、残念ながら、がんに対する正 しい理解は十分とはいえない現状であ

り、正 しい理解の普及・啓発は急務であるといえる。

本懇談会は、がんの病態、検診の重要性、がん登録、緩和ケア等に対する正

しい理解の普及・啓発のための方策について検討するとともに、有効かつ的確

な普及・啓発事業を実施する会議 として、厚生労働省健康局長が開催するもの

である。

2 懇談会の名称
「がんに関する普及啓発懇談会」とする。

3 懇談会構成員

構成員については別紙のとお りとし、 うち 1名 を座長とする。

4 検討内容

(1)がんに係る正しい理解の普及・啓発の検討

(2)が んに係る普及・啓発事業の実施等

5 会議の開催について

会議は公開とする。

6 その他

(1)本懇談会の庶務は、健康局総務課がん対策推進室において行 う。

(2)こ の要綱に定めるもののほか、懇談会の開催に必要な事項は、座長が厚生

労働省健康局長と協議の上、定める。
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○

(別紙 )

注)五十音順

がんに関する普及啓発懇談会メンバー表

(○ :座 長 )

氏 名 所 属

天 野  慎 介 特定非営利活動法人グループ・ネクサス理事長

衛  藤   隆 東京大学大学院教育学研究科健康教育学教授

兼 坂  紀 治 (社 )日 本広告業協会専務理事

塩  見  知  司 (財)日 本対がん協会理事口事務局長

関 谷 亜 矢 子 元日本テレビアナウンサー

永 江 美 保 子 アフラック営業教育部がん保険推進課長

中 川  恵  一 東京大学医学部附属病院准教授、緩和ケア診療部長

山  田 邦  子 タレント

若 尾 文 彦
国立がんセンターがん対策情報センター
センター長補佐
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